
 

「別紙１」 

 

ご提出いただく写真について 

 

家財の個別賠償をご請求いただく際には、家財の存在を確認するために写真が必要

となります。以下は写真の一例です。 

 

【対象となる家財が全て写っている写真例（一部屋単位で可）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、ご請求いただく内容によっては、上記に加えて、購入金額がわかる証憑、

価値を担保する証明書、一品ごとの特徴がわかる詳細な写真等が必要となります。 

 

【一品ごとの特徴がわかる写真例】 

 ・家財全体を撮影した写真 

 ・家財の特徴（型式、型番など）をアップで撮影した写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 


